
別紙６　海外療養費点検業務フロー

レセプト作成および審査

に係る必要書類の送付

レセプト作成および審査

に係る必要書類の受領

レセプト作成

レセプト審査

レセプト作成および審

査結果の送付

レセプト作成および審

査結果の受領

点検および審査結果

に関する打ち合わせ

→ 疑義のないレセプト

疑義のあるレセプト ↓

⑴送付書

⑵海外療養費申請書類一式

⑶過去１年のレセプト

⑴受領書（ＦＡＸ、メール可）

報告書の確認事項に注意のうえ、レセプト作成を行う。

⑴日本国内の基準でレセプト作成

報告書に基づき次の点について確認を行う。

⑴過去１年のレセプトと比較して、不自然な点がない

か確認

⑵診療内容明細書等の筆跡確認

⑶医療機関の名称、所在地等のインターネットによる

確認

⑷参照したホームページの翻訳文の作成

⑸厚労省が定める基準に基づき内容の審査

⑴送付書

⑵報告書（別紙１）

⑶日本国内の基準で算定したレセプト

⑷海外療養費申請書類一式（返却）

⑸過去１年のレセプト（返却）

⑴受領書（ＦＡＸ、メール可）

レセプトの再作成、翻

訳等結果の送付

→ レセプト算定見直し、翻訳文不要レセプト算定見直し

および要翻訳文↓

レセプト作成及び点検結果に疑義のない旨を連絡

札幌市の判断を考慮し、

⑤と同様の取扱により再

算定したレセプトを作成す

る。翻訳文については報

告書（別紙２）により報告

する。
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月曜日引き渡し

（発送）月２回以上

19日前後

（⑥結果受領が①

の翌々週の金曜日

となるよう処理）

①の翌々週の

金曜日必着

札幌市の求めがあっ

た日から３営業日以

内

⑦の打ち合わせ時に

決定した期限まで

完了届の提出
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確認後

３営業日以内
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１か月の⑨まで完了し

た件数

点検担当者もしくは責任者が札幌市保

険企画課に来庁のうえ、算定方法、審

査内容について説明を行う。説明を基に

最終的に札幌市で算定方法の見直しや

翻訳文の作成等について判断のうえ受

託者に指示を出す。



別紙７　レセプト審査業務フロー

療養費支給申請に係

るレセプトの送付

レセプトの審査

レセプトの返却

及び審査結果の送付

レセプト及び

審査結果の受領

完了届の提出

受領書（ＦＡＸ、メール可）

⑴レセプト

⑵結果票

受領書（FAX、メール可）
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月曜日引き渡し

（発送）月２回以上

12日前後

（④結果受領が①

の翌週の金曜日と

なるよう処理）
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